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令和６年第２回羅臼町教育委員会 

 

１ 日 時  令和６年２月１４日（水）１５時００分～１５時４０分 

 

２ 場 所  羅臼町役場 ２階 庁議室 

 

３ 出席者 

   教育長     石 﨑 佳 典 

   委 員     葛󠄀 西 良 浩 

   委 員     佐々木 美 穂 

教育指導主幹  横 澤 英 三 

   学務課長    平 田   充 

   社会教育課長  野 田 泰 寿 

   総務管理係長  櫻 庭 千 尋 

         

４ 欠席者 

委 員     芦 崎 拓 也 

委 員     小 林 真裕子 

 

５ 傍聴者   なし 

 

６ 議 題 

   報告 第２号 令和６年度教育行政執行方針について 

 

７ その他 
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【開 会】 

〇石﨑教育長 

   令和６年第２回教育委員会を開催致します。 

   お集まりいただきましてありがとうございます。本日は前回の教育委員会でお話し

したとおり、教育行政執行方針を議題として開催します。３月６日から１５日にかけ、

第１回定例会が開催されます。そこで教育行政執行方針をご説明して、承認をいただく

という流れになりますので、本日の教育委員会で内容を確認していただき、定例会に臨

みたいと思います。 

   本日は、芦崎委員と小林委員が欠席となっておりますが、委員の過半数の出席がある

ため会議は成立となります。議事録署名委員の指名ですが、葛西委員と佐々木委員にお

願い致します。 

   本日の議題を確認させていただきます。本日の議題は、報告事項として、報告第２号

「令和６年度教育行政執行方針について」の１件です。それでは、議事に入ります。 
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【議 事】 

 

●報告 第２号 令和６年度教育行政執行方針について 

 

 〇石﨑教育長 

   報告第２号「令和６年度教育行政執行方針について」です。私からご説明させていた

だきます。お手元の令和６年度教育行政執行方針をご覧願います。今年の教育行政執行

方針は、基本的に令和５年度の教育行政執行方針と作りは同じですが、若干ページ数を

少なくしています。令和５年度は２１ページでしたが、６ページ削減し令和６年度は１

５ページです。令和５年度までは羅臼町教育大綱の全ての項目を網羅していましたが、

令和６年度はしっかりとピックアップした中で作成し、ページ数を削減しています。こ

れまでの総合教育会議で高校の存続、一校一園化のお話をさせていただいてきました

が、その内容にも触れながら作成しています。これから全文を読み上げますので、気に

なる部分等のご指摘をいただければと思います。 

   目次をご覧願います。「１．はじめに」が１ページ、「２．羅臼町における教育行政推

進の基本姿勢」が２ページ、「３．主要施策の推進」ということで、「（１）子ども一人

ひとりの可能性を引き出す教育の推進」が３ページから、「（２）学びの機会を保障し、

質を高める環境の確立」が８ページから、「（３）地域と歩む持続可能な教育の実現」が

１０ページから、「４．おわりに」として１５ページという構成です。読み上げますの

で確認をお願い致します。 

 

令和６年羅臼町議会第１回定例会の開催にあたり、教育行政の基本姿勢および主要

な施策について申し上げます。 

人口減少、少子高齢化の進行は、教育環境そのものを変えようとしています。一方で、

グローバル化や情報通信技術の進展は、私たちに新たな視野と可能性をもたらしてい

ます。これらの動きが同時進行する中で、私たちはコロナ禍を経験し、価値観や生活様

式、働き方等、急激な変化を余儀なくされました。 

このような変化の激しい時代において、子ども達には、個人や社会の多様性を尊重し

つつ、主体的に考え、他者と協働して課題を解決に導くことができる力の育成が一層重

要となっております。 

次代を担う子ども達のために、「羅臼町教育大綱」に基づき、当町の豊かな自然と産

業、文化と歴史を教育資源として十分に活用しながら、新しい時代に求められる資質・

能力を育むとともに、地域社会と一体となって、少子化に対応した活力ある教育環境の

充実・発展に取り組んでまいります。 
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こうした認識のもと、当町が目指す教育の基本方針を申し上げます。 

 

  当町の教育目標である「ふるさと羅臼の躍進を創造し、いきいきと逞しく行動する心豊

かな町民の育成」の実現に向け、ＳＤＧｓ１７の目標を念頭に、「自然豊かな北の大地で、

世界を見つめ、自立の精神にあふれ、自らの夢に挑戦し、実現してゆく人を育む」と「ふ

るさとへの誇りと愛着を持ち、これからの社会に貢献し、共に支えあう人を育む」という

羅臼町が目指す教育の基本方針のもと、「子ども一人ひとりの可能性を引き出す教育の推

進」、「学びの機会を保障し、質を高める環境の確立」、「地域と歩む持続可能な教育の実現」

の３つを大きな柱として施策を推進致します。 

 

  次に、主要な施策の概要を申し上げます。 

 

はじめに、「子どもたち一人ひとりの可能性を引き出す教育の推進」についてでありま

す。 

 

令和２年度から令和６年度までの羅臼町立小学校・羅臼町立幼稚園適正配置計画につ

きまして、毎年推計を行い、春松小学校が将来複式学級になる状況がみられるようになっ

たため、説明会を開催してきたところです。 

今年度は令和７年度からの適正配置計画を策定する準備の１年になりますので、「子ど

もにとって望ましい教育環境の一層の充実を目指して」関係団体や幼稚園及び小学校の

ＰＴＡ、地域住民としっかりと協議し、当町にとって最も望ましい適正配置計画を策定し

てまいります。 

 

当町では、すべての幼稚園、小・中学校、高校の教職員によって構成される「羅臼町

幼小中高一貫教育推進協議会」において、３歳から１８歳までの１５年間を見通した一

貫教育に取り組んでいます。 

自然豊かな知床・羅臼町で育つ園児・児童・生徒が、これからの未来をたくましく生き

抜くことに必要な、心豊かで健全な人間形成を図るため、様々な取組を進めてまいります。 

 

幼児教育は、生涯にわたる人格形成の基盤を培う上で大変重要なものであることから、

幼稚園での活動全体を通して、幼稚園教育要領で定める、「幼児期の終わりまでに育って

ほしい１０の姿」への育みを実現させます。 

 

読書好きな児童生徒を育成するため、学校における読書習慣の確立に向けた全校一斉

読書の取組を強化します。 
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特別支援教育は、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学

習上の困難を克服あるいは改善するため、適切な支援を行ってまいります。 

 

キャリア教育は、小学校１年生から中学校３年生までの９年間を見通した「羅臼町版キ

ャリアパスポート」により、それぞれの個性に応じた進路の実現に繋がるよう努めます。 

また、各種関係団体との連携のもと、多種多様な職業体験の場の確保に努めるとともに、

特に当町の基幹産業である水産業をはじめ、酪農業や観光業、食品加工業などについても、

体験の場を設け、児童生徒の将来の職業選択の幅を広げます。 

 

幼稚園、小学校にコオーディネーショントレーニングを導入し、運動に関する興味・関

心・意欲を高めます。 

 

道徳教育については、自らの命の尊さを知ることや、自己肯定感を高めること、人を思

いやる気持ちを育てていくことが大切であり、道徳の授業だけではなく、全ての教育活動

において取り組んでまいります。 

 

持続可能な社会の担い手を育む教育を推進するため、知床学として「クマ学習」、「生

態系学習」や「海洋教育」などを推進してまいりました。 

本年度は、副読本を位置付けた知床学のカリキュラムを完成させるとともに、他地域の

先進校と意見交換や課題協議を行い、「海洋教育」の発展に努めてまいります。 

 

町内唯一の高校である羅臼高等学校の支援事業につきましては、生徒の資質向上につ

ながる施策及び高校とＰＴＡが考える保護者や生徒から選ばれる魅力ある高校づくりを

支援します。 

また、人口減少に伴い、羅臼高等学校への進学者が減少傾向にあります。今後も一定

の入学者数を確保し、羅臼高等学校を存続させるため、道内先進校の視察を行います。 

 

次に、「学びの機会を保障し、質を高める環境の確立」についてであります。 

 

急速に進む情報化社会に伴い、インターネットやＳＮＳを活用する機会が増加するた

め、児童生徒には「情報モラル」を身につけ、思いやりのある行動がとれるようにすると

ともに、客観的に判断する能力を育てるための「情報リテラシー教育」を継続して取り組

みます。 
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教師個々の授業力を高めることが、学力向上に大きく関わることから、「個別最適な学

び」を充実するために、先進校から実践を学び、道立教育研究所と連携した研修講座を実

施します。 

また、小・中学校においては、北海道教育大学附属釧路義務教育学校と連携した研修を

実施し、教師の授業力向上に努めます。 

 

教員のこれまでの働き方を見直し、自らの授業を磨くとともに、教職人生を豊かにする

ことで人間性や創造性を高め、子ども達に対して効果的な教育活動を行うことができる

よう、第２期羅臼町アクション・プランの取組期間を令和４年度から６年度までの３年間

とし、教育委員会と小・中学校が緊密に連携・協力しながら、目標の早期達成に向けて取

り組んでまいりました。 

第２期の最終年ですので、第３期羅臼町アクション・プランについても改定してまいり

ます。 

 

「就学援助制度」につきましては、経済的理由により、就学困難と認められた児童・

生徒に対し、必要な就学援助費を支給し、義務教育の機会均等を図ります。 

 

次に「地域と歩む持続可能な教育の実現」についてであります。 

 

令和６年度からスタートする「羅臼町第 9次社会教育中期計画」は、今後の 4年間を見

据えて、町民の学習とまちづくり・地域づくりへとつながるよう、「ふるさと学習の推進」

を重点として取り組んでまいります。 

 

学校運営協議会の取り組みを地域に浸透させていくため、各校に「地学協働活動部会」

を設置し、「地域とともにある学校」と「学校を核とした地域」の実現を目指します。 

 

子育て・家庭教育支援につきましては、子育てのコツやヒントを保護者へ提供しながら、

子育て支援を展開するとともに、学校と地域、家庭の連携を図りながら家庭教育の充実も

図ります。 

 

生涯学習・社会教育の推進につきましては、ふるさと学習事業を展開しながら、核とな

るリーダーの養成に努めてまいります。 

また、当町の地域課題に関する学習機会を提供し、住民自らより良い地域づくりの担い

手として、主体的に関わっていく協働の意識を高めてまいります。 
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社会教育関係団体につきましては、日頃の活動が継続できるよう、求めに応じた指導助

言を行い、団体が自主・自立するための継続的な支援をしてまいります。 

また、生涯学習の基本理念である「いつでも、どこでも、誰でも学ぶことができる学習

社会の実現」を念頭に、学校開放事業を最大限活用するなど、団体活動が安定的に取り組

めるよう利用調整を図ってまいります。 

 

スポーツ活動につきましては、ニーズも変化し、多様化してきております。 

生涯にわたりスポーツに親しむことができる環境、またスポーツを始めるきっかけづ

くりが必要であると捉えておりますので、羅臼町スポーツ協会、羅臼町スポーツ少年団、

総合型地域スポーツクラブらいずと連携し、町民が運動することへの習慣化につながる

よう事業を展開してまいります。 

また、国が進めている「中学校の部活動の地域移行」については、現在、関係者による

「羅臼町のスポーツ・文化の在り方検討協議会」が設置され、持続可能な運営体制につい

て検討がされております。 

一定の方向性がまとまり次第、町民皆様に対する説明会や意見交換など情報発信をし

ていくとともに、新しい地域の生涯スポーツや文化活動を確立させていきたいと考えて

おります。 

 

防災教育につきましては、大学や防災関係者による講演や授業を学校教育で実施して

まいりました。 

今年度は、社会教育でも関係団体と連携して利用者の安全対策や初動マニュアルなど

を確立し、防災意識を高めてまいります。 

地震や津波、台風や大雪などの自然災害発生時において、自ら身を守る能力と、共に助

け合う能力をさらに高めてまいります。 

 

教育施設につきましては、児童生徒や町民の日々の学習や生活において多くの時間を

過ごす場所であり、安全・安心で快適な環境の整備が求められております。 

羅臼町教育施設等個別施設計画に則り、計画的な保全による長寿命化を図って参りま

す。 

 

芸術に対する感性や、郷土の歴史・文化に対する理解を深めるため、多様な鑑賞機会の

拡充や普及活動に、羅臼町文化協会などと連携し取り組んでまいります。 

 

新図書館につきましては、令和 6 年 6 月のオープンを目指しており、次代を担う子ど

も達の生きる力を育むために、図書館は家読（うちどく）事業を充実させるとともに、町

民の学習の場として活用を図ってまいります。 
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また、子育て世代や高齢者にも喜ばれるサービスを拡充させ、生涯学習や社会教育の活

動拠点の一つとして新図書館を運営してまいります。 

 

埋蔵文化財の保護につきましては、郷土資料館を中心に引き続き「保護と活用」を進め

てまいります。 

 

以上、令和６年度に取り組む主要な施策を申し上げました。 

  

子ども達が健やかで豊かな学びを続けられる地域づくりを推進するためには、学校・家

庭・地域・行政の緊密な連携と、深い理解が不可欠です。 

当町が誇る自然と産業、歴史と文化などの豊かな教育資源を、学校教育と社会教育が両

輪となって効果的に活用しながら、学びを深めていくとともに、地域の教育課題の解決に

向け取り組んでまいりますので、議員の皆様をはじめ、町民の皆様のご理解とご協力を心

からお願い申し上げます。 

 

以上のとおり令和６年度教育行政執行方針を作成しています。昨年度の教育行政執行

方針をベースに、取り組むべき内容を網羅しています。項目毎に確認をさせていただけれ

ばと思います。 

 

１ページの、「１．はじめに」という部分から、２ページの前半までで、内容や表現の

仕方でご指摘があればお願いします。 

 

（特になし） 

 

  ２ページの中段から、同じく２ページの最後までの「２．羅臼町が目指す教育の基本方

針」について、ご指摘があればお願いします。 

 

（特になし） 

 

  ３ページの、「３．主要施策の推進」として、「教育環境の充実」が４ページまでありま

すが、この部分で気になる点はありますでしょうか。 

 

（特に無し） 

 

  ４ページの、「幼小中高一貫教育」については如何ですか。 
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（特になし） 

 

  同じく４ページの、「幼児教育の充実」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

  ５ページの、「読書習慣の確立」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

  同じく５ページの、「特別支援教育の推進」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

  同じく５ページの、「キャリア教育の充実について」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

  ６ページ、「体力・運動能力の向上」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

  同じく６ページの、「道徳教育の充実」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

  同じく６ページの、「ふるさと教育の充実」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

  ７ページ、「グローバル人材の育成」については如何ですか。 

 

 ○佐々木委員 

   道内先進校の視察を令和６年度に予定しているということですか。 
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 ○石﨑教育長 

   視察のための予算計上をしています。全国募集の取り組みを行っている企業「プラッ

トフォーム２１」から情報提供があり、令和６年度に道内で新たに地域おこし協力隊を

活用した全国公募の取り組みを行う自治体があるということです。羅臼町についても、

その取り組みを参考にしながら、今後の可能性を探っていきたいと思っています。道東

地域でも取り組みをしている自治体がありますので、しっかりと視察をして参考にし

ていきたいと思っています。 

 

 ○佐々木委員 

   いつに向けてということは、書かないということですか。 

 

 ○石﨑教育長 

   全国公募という言葉も書いていませんし、高校を存続させるためという表現に留め

ています。 

 

   ８ページ、「ＩＣＴの活用推進」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

   同じく８ページの、「教職員の資質・能力の向上」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

   ９ページ、「働き方改革の推進」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

   同じく９ページの、「学びのセーフティーネットの構築」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

   １０ページ、「地域と学校の連携・協働の推進」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

   同じく１０ページの、「子育て支援・家庭教育支援」については如何ですか。 
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（特になし） 

 

   １１ページ、「生涯学習・社会教育の振興（人材育成・リーダー養成）」については如

何ですか。 

 

（特になし） 

 

   同じく１１ページの、「生涯学習・社会教育の振興（団体支援）」については如何です

か。 

 

（特になし） 

 

   １２ページ、「生涯学習・社会教育の振興（スポーツ活動の推進）」については如何で

すか。 

 

（特になし） 

 

   同じく１２ページの、「安全・安心な教育環境の構築（防災教育の充実）」については

如何ですか。 

 

（特になし） 

 

   １３ページ、「安全・安心な教育環境の構築（施設の長寿命化）」については如何です

か。 

 

（特になし） 

 

   同じく１３ページの、「芸術文化活動の推進（芸術）」については如何ですか。 

 

 ○佐々木委員 

   公民館についての内容だと思いますが、文章の順番と流れを考えると、不自然に感じ

ました。前項目の「長寿命化を図って参ります。」から、「芸術に対する感性や」に続い

ていく部分です。他の項目は、「○○につきましては、○○です。」という書き方になっ

ています。公民館という文言が出てこないのは、無理があるのではないかと思います。

避けて通っているように見えてしまいます。 
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 ○社会教育課長 

   公民館に限らず、社会教育施設として、体育館やプール、総合運動公園等があります。 

 

 ○佐々木委員 

   公民館と言わなくても、何に関して言っているのかが、この項目だけ抜けていると思

います。「文化活動の推進につきましては、」等から始まらなければ、長寿命化から、急

に芸術文化の内容になっているように見えてしまいます。 

 

 ○石﨑教育長 

   「（３）地域と歩む持続的な教育の実現」の部分の多くは、「○○につきましては、」

という前置きがあった上で、説明をしていますので、分かりやすく文言を整理し、例え

ば「芸術文化活動の推進につきましては、芸術に対する感性や、」というように整理し

たいと思います。 

 

 ○佐々木委員 

   １４ページの文化財保護と被りますので、順番も考えなければならないと思います。

図書館と文化財保護を入替える等、内容が近いものを並べた方がいいと思います。 

 

 ○石﨑教育長 

   施設の長寿命化の次に図書館ということですか。 

 

 ○社会教育課長 

   芸術文化活動の推進は、芸術・図書館・文化財保護の３本立てです。並びをどうすべ

きかということです。 

 

 ○石﨑教育長 

   文言、並びについて整理したいと思います。 

 

   １４ページ、「芸術文化活動の推進（図書館）」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

   同じく１４ページの、「芸術文化活動の推進（文化財保護）」については如何ですか。 

 

（特になし） 
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   １５ページ、「４．おわりに」については如何ですか。 

 

（特になし） 

 

   ご指摘をいただいた部分につきましては、文言を整理したいと思います。 

   全体を通して、ご意見等はありますでしょうか。 

 

 ○佐々木委員 

   ９ページの「働き方改革の推進」に、第２期羅臼町アクション・プランの取組期間と

書かれています。その他のページでは、制度と取組に関しては「カッコ」が付いていま

す。付ける必要が無い部分ですか。 

   特別支援で、「こんぱす」という取り組みがあると思います。「こんぱす」という名称

が出てこないのは、何か意味がありますか。間違いなく取り組む柱に据えていくという

ことであれば、入れた方が教育長のお気持ちが伝わると思います。特別支援の項目か、

子育て支援・家庭教育支援の項目になると思いますが、特段載せる必要が無いというこ

とであれば構いません。 

 

 ○石﨑教育長 

   「こんぱす」につきましては、特別支援の項目に記載はありませんでした。前後の整

合性も含めて確認をして、判断させていただきたいと思います。 

   他に、ご意見等はありますでしょうか。 

 

（特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   昨年度の羅臼町の教育行政執行方針は２１ページでした。中標津町は１５ページ、標

津町は１３ページ、別海町は１０ページでした。今年度は２１ページから１５ページに

削減していますが、教育委員会の義務としてやるべきことは載せています。全文の読み

上げは、昨年度は２５分でしたが、今年度は１５分ほどになりました。ご指摘をいただ

いた内容については、しっかりと確認をしながら整理をした上で、令和６年度教育行政

執行方針を第１回定例会で提示したいと思います。 

   報告第２号「令和６年度教育行政執行方針について」は承認とさせていただきます。 

以上で議事を終了させていただきます。 

   その他として、事務局から連絡報告等ありましたらお願いします。 
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（特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   全体を通して委員のみなさんから、ご意見、ご質問などありましたら、よろしくお願

い致します。 

 

（意見・質問等は特になし） 

 

 ○石﨑教育長 

   以上で、予定していた会議日程を終了しました。令和６年第２回教育委員会を終了さ

せていただきます。本日はありがとうございました。 


